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美 し い 国 づ く り 政 策 大 綱

政策レビュー評価書まとめ





美しい国づくり政策大綱は、国土を国民一人一人の資産として、我が国の美しい自然との調和を図りつつ整
備し、次の世代に引き継ぐという理念の下、行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく舵をきることとし、「美
しさ」に絞って具体的なアクションを念頭に置いて、国土交通省として平成15年7月にとりまとめた。このアク
ションにより、各主体による取り組みが深化されているかについて評価を行うとともに、良好な景観の形成を
一層推進するため 評価結果を今後の政策に適切に反映していく必要がある

評価の目的、必要性評価の目的、必要性

層推進するため、評価結果を今後の政策に適切に反映していく必要がある。

美しい国づくりに向け、各主体による取り組みを深化させるため、特に実効性確保を主眼においた具体的に
展開する施策として美しい国づくり政策大綱に示された以下の「１５の具体的施策」を対象にレビューを行う。

対象政策対象政策

「美しい国づくり政策大綱」の概要

Ⅱ．美しい国づくりのための取り組みの基本的考え方

○取り組みの基本姿勢

・地域の個性重視

・美しさの内部目的化

○地域ごとの状況に応じた取り組みの考え方
・美しさに関するコンセンサスの状況に応じた施策展開

○各主体の役割と連携
・住民、ＮＰＯの参画と主体的取り組み
地方公共団体 特に市町村 重要な役割

Ⅰ．現状に対する認識と課題

・良好な景観を守るための先行的、明示的な措置

・持続的な取り組み

・市場機能の積極的な活用

・良質なものを長く使う姿勢と環境整備

・地方公共団体、特に市町村の重要な役割
・国の役割
・企業の市場における役割
・専門家の活用
・施策連携、機関連携、協調

○各主体の取り組みの前提となる条件整備
・人材育成
・情報提供等
・技術開発技術開発

「Ⅱ．美しい国づくりのための取り組みの基本的考え方」に沿って、各主体による取り組みをさらに深化させるため、
特に実効性確保を主眼においた、１５の具体的施策を具体的に展開していく。

１５の具体的施策

Ⅲ．美しい国づくりのための施策展開

１

政策レビューの実施にあたっては１～10の施策グループに整理

①事業における景観形成の原則化 ⑨地域住民、ＮＰＯによる公共施設管

２

３

６

７

８

①事業における景観形成の原則化

②公共事業における景観アセスメント（景
観評価）システムの確立

③分野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

④景観に関する基本法制の制定

⑤緑地保全、緑化推進策の充実

⑩多様な担い手の育成と参画推進

⑪市場機能の活用による良質な住宅
等の整備促進

⑫地域景観の点検促進

⑬保全すべき景観資源デ タベ スの構築

理の制度的枠組みの検討

価 視点等価 視点等

４

５

９

10

⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出

⑦屋外広告物制度の充実等

⑧電線類地中化の推進

⑬保全すべき景観資源データベースの構築

⑭各主体の取り組みに資する情報の収
集・蓄積と提供・公開

⑮技術開発

３

以下の視点から評価を実施する。
・美しい国づくり政策大綱に示された「１５の具体的施策」の数値目標等が達成されているか、
または、これらの施策がどのように実施され、どのような効果があったのか。

・同大綱による取り組みを国民や地方公共団体がどう評価しているか。等
15の具体的施策それぞれの評価の視点、評価手法、評価結果、主な課題、政策への反映の方向は次頁の通り。

評価の視点等評価の視点等
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主なアウトカム主なアウトプット

･技術基準等における景観形成の

施策グループ

事業における景観形成の
①

･景観要素が位置づけられた技術
基準等に基づく事業の実施状況１

「美しい国づくり政策大綱」政策レビュー 対象施策と評価の流れ「美しい国づくり政策大綱」政策レビュー 対象施策と評価の流れ

･景観アセスメント（景観評価）システ
ムの確立状況

・景観形成ガイドラインの策定状況
・航空障害灯・昼間障害標識の設置
基準の改正状況

技術基準等 おける景観形成
原則化に関する取組状況

公共事業における
景観アセスメント(景観評価)

システムの確立

分野ごとの景観形成ガイド
ラインの策定等

②

③

事業 おける景観形成
原則化

①

･「景観検討」の実施状況
・「景観検討」関係者の評価等
・設置基準改正後の航空障害灯
の設置状況 等

基準等に基づく事業の実施状況
等

美

１

２

・景観法、政令、指針等の制定状
況

･緑地保全、緑化推進に資する法
制度等の実施状況

・屋外広告物法の改正状況 等

景観に関する基本法制の制定

緑地保全、緑化推進策の
充実

④

⑤ 良

・景観計画に基づき取組を進める
地域の数

･緑地保全、緑化推進に関する取
組みの実施状況

・改正屋外広告物法に基づく制度
活用状況 等

美
し
い
国
づ
く
り

３

屋外広告物法 改 状況 等

･.水辺・海辺空間の保全・再生・創
出に関連する施策等の実施状況

無電柱化推進 ため 基本方針

水辺・海辺空間の
保全・再生・創出

屋外広告物制度の充実等⑦

⑥

好

な

景

活用状況 等

･良好な水環境創出のための高度
処理実施率 等

市街地等 幹線道路 無電柱

り
政
策
大
綱

10

4

･無電柱化推進のための基本方針
の策定状況等

・地域住民、NPOが公共施設の管

理に実体的に参画し、景観の保
全、改善を図るための制度的枠
組みの検討状況

･多様な担い手の育成と参画促進
に資する施策の実施状況

電線類地中化の推進

地域住民、ＮＰＯによる
公共施設管理の

制度的枠組みの検討

多様な担い手の育成と
参画推進

⑧

⑨

⑩

観

の

形

･市街地等の幹線道路の無電柱
化率

・地域住民、ＮＰＯが公共施設を
管理している事例数

・多様な担い手の活動環境の提
供状況 等

の
施
策
グ
ル
ー

６

5

に資する施策の実施状況

･市場機能の活用による良質な住
宅等の整備促進状況

･地域景観の点検を促進する取組
の実施状況

市場機能の活用による
良質な住宅等の整備促進

地域景観の点検促進

⑪

⑫

形

成･住宅の利活用期間等

･地域景観の点検等の実施状況

プ
（
15
の
具
体
的
施

７

８

・景観資源データベースの構築状
況、景観ポータルサイトの設置状
況

保全すべき景観資源データ
ベースの構築

各主体の取り組みに資する
情報の収集・蓄積と提供・公開

⑬

⑭

・景観ポータルサイトや景観資源
データベースへのアクセス数

・景観ポータルサイトの活用用途

施
策
）

９

･技術開発の取り組み状況技術開発⑮ ･技術開発の成果等の活用状況10
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主な評価の視点と評価指標

・事業を通じて良好
・地方公共団体にお
ける事業実施にあ

評価の視点 評価指標

・地方公共団体の種類別の取組状
や大規模市においては 10年前と

取り組み状

１０の施策グループ「
美
し

１５の具体的施策

事業を通じて良好
な景観が形成され
たか 等

ける事業実施にあ
たっての景観形成の
原則化に関する実施
状況 等

や大規模市においては、10年前と
組が一般化したとの回答の割合が
著しいが、中小規模の市町村は約
中小規模の市町村への普及が課題

１
①事業における景観形成
の原則化

し
い
国
づ

１

・公共事業において
良好な景観形成に
向けた検討が取り
組まれたか 等

・景観検討の実施状
況 等

・景観アセスメントを含む「景観検討
・平成22年度末までの間に計1,18
分が決定され、景観検討の取組が
を見ても様々な予測手法・ツール
景観検討が実施されている 等

２

②公共事業における景観
アセスメント（景観評価）シ
ステムの確立
③分野ごとの景観形成ガ
イドラインの策定等

づ
く
り
政

２
景観検討が実施されている。 等

・景観に優れた国土・
観光地づくりの取組

・景観計画に基づき取
組を進める地域の数
【政策 プ

・景観計画に基づき取組を進める地
は、年々着実に増加している。H23
・特別緑地保全地区制度により保全④景観に関する基本法制

政
策
大
綱 観光地づくりの取組

みが推進されたか

・都市における緑地保
全、緑化推進が行わ
れたか

【政策チェックアップに
おける業績指標】
・緑地保全、緑化推進
に資する法制度等の実
施状況

・特別緑地保全地区制度により保全
(H15→H21)
312地区→398地区 1,721ha→2,
相続税の評価減割合が８割に拡

数、面積ともに増加し、緑地の保全

３

④景観に関する基本法制
の制定
⑤緑地保全、緑化推進策
の充実
⑦屋外広告物制度の充
実等

綱
」
政
策

３

・改正屋外広告物法
の活用 等

施状況
・改正屋外広告物法に
基づく制度活用状況等

数、面積 増 、緑 保
・屋外広告物条例を制定している景
（全体の10.4％ 平成23年9月1日現
中核市を除く）にとどまっているが、

実等策
レ
ビ
ュ ・より良好な処理水質が

得られる下水の高度処
理の原則化等、水質汚
濁が慢性化している大
都市圏の海や汚濁の著

・河川・湖沼・閉鎖性海域
における汚濁負荷削減率
（①河川、②湖沼、③閉鎖
性海域）【政策チェックアッ

・平成２０年度から平成２１年度の
鎖性海域において順調な進捗が図
に目標値を達成すると見込まれる
平成２０年度から平成２１年度にか
ている これは 湖沼が閉鎖性の水

４
⑥水辺・海辺空間の保
全・再生・創出

ュ
ー

４
しい河川等における水質
の改善が図られたか 等

プにおける業績指標】 等 ている。これは、湖沼が閉鎖性の水
積しやすいためと考えられる。 等

無電柱化の推進 市街地等の幹線道 市街地等の幹線道路の無電柱化５５ ・無電柱化の推進
が図られたか 等

・市街地等の幹線道
路の無電柱化率 等

・市街地等の幹線道路の無電柱化
平成15年度の9%から平成22年度に

５ ⑧電線類地中化の推進

・良好な景観形成に 国民アンケ トによると 良好な景⑨地域住民 ＮＰＯによる

評
価
の

５

・良好な景観形成に
かかる活動に関し、国
民の多様な担い手と
しての参画や意識向
上が進んだか等

・良好な景観形成にか
かる活動への多様な担
い手としての参画や意
識向上の状況等

・国民アンケートによると、良好な景
が一定回数以上参加したことがある
ている」:6.5%、「時々参加している」:2
んど参加したことがない」、38.0%が「参
ており、より一層参加を促進すること

６

⑨地域住民、ＮＰＯによる
公共施設管理の制度的
枠組みの検討
⑩多様な担い手の育成と
参画推進

視
点
、
評
価

６

・市場機能の活用
による良質な住宅
等の整備促進の取

・市場機能の活用に
よる良質な住宅等の

・適切に維持管理された住宅ストッ
環境の実現に向けた取組みを行い
発揮され、平成20年度の実績値に
戸数の住宅スト クに対する割合７

⑪市場機能の活用による
良質な住宅等の整備促

価
手
法
、
評
価 ７ 等の整備促進の取

組みがなされたか
等

よる良質な住宅等の
整備促進状況 等

戸数の住宅ストックに対する割合
推移しているが、既存住宅の流通
標達成に向けたトレンドを下回るも

７ 良質 住 等 整備促
進

・地域景観の点検については 景観

価
結
果
、
主
な

７

・地域景観の点検
を促進する取組が
進んだか 等

・地域景観の点検等
の実施状況 等

・地域景観の点検については、景観
各地で一定程度行われており、点検
よる課題の共有も進んでいる。しか
果の改善（事業化）については、近
景観点検の実施結果が改善に至る
事項の実現性を高め いく とが課題

８ ⑫地域景観の点検促進

な
課
題
、
政
策

８

事項の実現性を高めていくことが課題

・良好な景観の形
成の取組のために、
景観ポ タルサイト

・景観ポータルサイト
へのアクセス数、閲
覧頻度 景観ポ タ

・景観ポータルサイトの閲覧状況
い」という国民が68.4％、「今回初め

９

⑬保全すべき景観資源
データベースの構築
⑭各主体 取り組 資

策
へ
の
反
映
の ９ 景観ポータルサイト

が活用されている
か 等

覧頻度、景観ポータ
ルサイトの活用用途
等

い」という国民が68.4％、 今回初め
共団体が78.2％と、見たことない人
景観計画策定済の団体は、48.4％

９ ⑭各主体の取り組みに資
する情報の収集・蓄積と
提供・公開

・「GIS（地理情報システム）を活用

方
向

９

・技術開発の成果
等が活用されてい
るか 等

・技術開発の成果等
の活用状況 等

・「GIS（地理情報システム）を活用

ションなど景観の対比・変遷等を分
整備された景観の変遷把握ができ
が、景観関係の施策検討時に活用

10 ⑮技術開発10

主な評価結果
政策への反映の方向

・景観形成の原則化の取り組みがより一層促進されるよ
状況については、都道府県
と比較して 景観配慮の取

・地方公共団体において、事業への景観配慮の

状況 課題

・景観形成の原則化の取り組みがより 層促進されるよ
う、中小規模の市町村を中心に、景観形成の原則化の意
義及び技術基準等の周知。 等

と比較して、景観配慮の取
が6割を超えており、進捗が
約3割に留まっているため、
題となっている。 等

一般化の取り組みは進捗が見られるものの、都
道府県や大規模市町村と比較して、中小規模の
市町村は取り組みが遅れている。 等

・今後も景観検討の運用を継続し、実績を積み重ね、事
業段階の進展にあわせて、適切な運用が図られるよう努
める。 等

討」のシステムを確立。
8事業において景観検討区

が進められており、具体事例
が活用されるなど、適切に

・現時点では、景観検討を実施した事業において、維
持・管理段階にまで達している事業は少なく、構想段階
から維持管理段階まですべての段階におけるシステム
の効果を検証できる時期に至っていない。 等

・景観形成の取り組みの効果をより精緻に把握する方策
や市町村の取り組みの促進方策、広域的な景観形成の
あり方、景観形成基準等の効果的な運用方策等の検討・
周知や 先進的な取り組み等の収集・周知等を実施

地域の数（都道府県を除く）
3年9月1日：287団体
全されている緑地

・景観法の活用が進んでいる一方で、景観計画策定
の促進、規制手法の効果的な運用や、広域的な景
観形成への対応、地域特性に応じた個性豊かな景
観形成の促進が求められている 周知や、先進的な取り組み等の収集・周知等を実施。

・都市緑地法等に基づく既存制度の一層の活用に向けた
普及啓発を図っていくため、現在実施している都道府県、
市町村の担当者を対象とした都市緑地法に基づく各種制
度等を説明する説明会を、継続・拡大する等、制度の周
知に努める

全されている緑地

,293ha
拡大された効果もあり、地区
全が着実に進んでいる。

観形成の促進が求められている。
・地方公共団体において緑地の保全、緑化の取り組
みが推進されている一方で、施策の実施が大都市
に偏っていたり、地方公共団体に制度が十分に理
解されていなかったりすることから、普及啓発を図り、

知に努める。
・事業者等の意識啓発、制度周知方策、許可制度や違反
広告物に対する措置の効果的な運用のあり方の検討、
成果事例の収集・周知の実施。 等

着実 。
景観行政団体は、41団体
現在 都道府県、政令市、
、年々増加している。 等

更なる緑地保全、緑化の取り組みの推進が求めら
れている。
・違反屋外広告物の多さ・事業者の理解の乏しさが
課題となっている。 等

・消波ブロックの除却、干潟の再生及び放置艇等景観阻
害要因の除去等の政策を引き続き推進。
・水域の特性に応じた水質改善のための取り組みを推進。
・沿川のまちと一体となり良好な河畔を確保するための

の実績値は①河川及び③閉
図られており、平成２４年度
る。一方、②湖沼においては
かけては同水準にとどまっ
水域であり 汚濁物質が蓄

・環境再生、景観阻害要因の除去、公共水域の
水質改善、住民との協同による新たな水辺・海辺
空間の創出等の視点から、関係事業の連携の下
で総合的な取り組みを推進する必要がある 等 支援制度のより一層の普及促進。 等水域であり、汚濁物質が蓄

等
で総合的な取り組みを推進する必要がある。 等

・コスト縮減方策の検討を行うと同時に、地域住民や電力
事業者・通信事業者の協力を得ながら、同時整備（道路

化率は年々着実に向上し
・市街地等の幹線道路の無電柱化率は年々着実
に向上しているが 事業を実施する地方公共団

事業者 通信事業者 協力を得な 、同時整備（道路
の新設又は拡幅と一体的に行う電線共同溝の整備）や
軒下・裏配線等のコスト縮減のための無電柱化手法を積
極的に活用しつつ、無電柱化を推進。 等

化率は年々着実に向上し、
には14%となった。 等

に向上しているが、事業を実施する地方公共団
体の財政事情が厳しいといわれる中、架空線と
比較して費用が高いこと等への対応が必要。 等

観形成にかかる活動に33 2%
・良好な景観形成に関する活動への参加を促進するため、
多様な担い手が活動できる場の提供数の拡大及び活動
に関する情報の国民への周知。 等

観形成にかかる活動に33.2%
ると回答している（「よく参加し
26.7%）。一方、28.7％が「ほと
参加したことがない」と回答し
とが課題である。 等

・国民の良好な景観形成にかかる活動への参加
は着実に進んでいるが、活動に参加していない
国民も多いことから、より一層の参加の促進が課
題となっている。 等

・住宅ストックの質の向上を図る取り組みや、市場におけ
る適正な取引の実現に資する施策等を通じ、適切に維持
管理された住宅スト クが円滑に流通する市場環境を整

ックが円滑に流通する市場
い、それらの効果は着実に
については、リフォーム実施
合などの業績指標は順調に

・良質な住宅ストックが将来世代へ承継されると
ともに、国民が求める住宅を無理のない負担で
安心して選択できる市場の実現を目指す必要が 管理された住宅ストックが円滑に流通する市場環境を整

備する。 等
合などの業績指標は順調に
通シェアなど一部指標では目
ものもある。 等

安心して選択できる市場の実現を目指す必要が
ある。 等

観改善に向けた課題の抽出が
・地域景観の点検を促進する取り組みを継続するとともに、
点検結果を効率的かつ効果的に事業に反映させるため、
効果の高い事業へ重点化した改善の推進及び景観改善
の成功事例の収集・周知。 等

観改善に向けた課題の抽出が
検結果を踏まえた関係機関に
しながら、景観点検の実施結
年の厳しい財政状況により、

るまで期間を要しており、点検
題とな いる 等

・地域景観の点検を促進する取り組みは着実に行
われているが、地域景観の点検結果の効率的か
つ効果的な事業への反映が課題となっている。
等

題となっている。 等

・先進事例をはじめとする景観形成の取り組み状況や事
例、顕彰など、国民や地方公共団体が求めている情報の
充実を図るともに より 層の周知と適切な維持管理を

況として、「閲覧したことはな
めて閲覧した」という地方公

・景観形成に取り組む景観行政団体において、必
要な場面で閲覧されているが、国民やその他の
地方公共団体からは十分な認識 活用がされて 充実を図るともに、より一層の周知と適切な維持管理を

行うことによって、閲覧者の増加と情報の充実の好循環
につなげる。 等

めて閲覧した」という地方公
人が大半を占めているが、
％に閲覧経験がある。 等

地方公共団体からは十分な認識、活用がされて
おらず、地方公共団体からは内容の充実も求め
られている。 等

用した三次元景観シミュレ
・今後の各技術群の技術開発成果の活用状況等に留意
しながら、必要に応じて今後の技術開発の企画・立案等
に反映するものとする。 等

用した三次元景観シミュレー

分析する技術」の開発により
きる地理情報データベース
用されている。 等

・実施された技術開発は、実用化までに時間を要
するものもあり、全てが現時点で活用されている
ものではない。 等 3

※平成24年9月11日訂正（訂正内容は巻末正誤表参照。）
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○10の施策グループそれぞれについて示された課題に対する今後の政策への反映の方向につい
て、共通事項に着目し、以下の通り横断的に総括することができる。

評価結果の総括（１／３）

１０の施策グループの評価結果の総括

市町村による景観形成の取り組みの促進に向けて

都道府県や、政令市、中核市等の大規模な市町村では取り組みが進んでいる一方で、その他
の市町村では一部に取り組みの遅れが見られる。このため、今後の政策への反映方向として、
市町村への制度周知や、効果的な事例の収集・周知による情報提供、技術的支援等の取り組
みの促進等が重要である。

（施策グループ１、３、４関係）

効果的な制度、事業手法による景観形成の促進に向けて

近年における地方公共団体の厳しい財政状況により、一部の施策において制度活用が進んで
いない、又は、実現に時間を要している状況がみられる。このため、今後の政策への反映方向
として、効率的な制度のあり方の検討や、効果的な取り組みへの重点化、効果的な事例の収
集・周知等が重要である。

（施策グル プ３ ５ ８関係）

多様な担い手の意識啓発と参画による景観形成の促進に向けて

（施策グループ３、５、８関係）

地域住民やＮＰＯ等、多様な担い手の参画による取り組みについては、着実に増えてきており、
国民の参加意向や関心も高い。しかし、まだ参加経験のない国民も多く、より一層の参加の促
進が課題である。今後の政策への反映方向として、国民の参加機会の提供や情報の提供等が
重要である。また、市場機能の活用による良質な住宅ストック形成の施策においては、消費者で

担い手の活用ニーズに応じた技術開発や情報提供に向けて

重要である。また、市場機能の活用による良質な住宅ストック形成の施策においては、消費者で
ある国民の円滑な取り組みの促進のための情報提供や環境整備が重要としている。それ以外
の施策においても、多様な分野で地域住民と地方公共団体の連携による取り組みが広がってき
ているが、今後も取り組みの拡大や持続のため意識啓発や仕組みの構築等が重要である。

（施策グループ３、４、６、７、８関係）

景観 持 特性 応 た 組 継続と制度 効 的な運 向

地方公共団体や国民による取り組みの促進のために必要な技術開発や情報提供の施策にお
いては、地方公共団体や国民による活用状況に留意した改善や推進が重要である。特に国民
等への情報提供を行う景観ポータルサイトにおいては情報の充実を図るともに、より一層の周
知と適切な維持管理により、閲覧者の増加と情報の充実の好循環につなげることが重要である。

（施策グループ９、10関係）

景観の持つ特性に応じた取り組みの継続と制度の効果的な運用に向けて

景観形成の取り組みの成果の発現には時間の経過を要するものが少なくなく、景観アセスメント
（景観評価）システムや景観ガイドラインにおいては、今後も景観検討の運用を継続し、事後評
価も含めて景観検討実績を積み重ねていくことが必要である。また、景観の善し悪しの統一的も
のさしは存在せず、数値では必ずしも捕捉できない面が大きい等のため、事業者の十分な理解
を得るとともに効果的な制度運用を図ることが課題であり、数値基準の適否判断にとどまらない
制度運用の取り組みの例も見られ、効果的な制度運用のあり方等の検討が必要である。

（施策グル プ２ ３関係）（施策グループ２、３関係）
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評価結果の総括（２／３）

国民・地方公共団体の評価

○「美しい国づくり政策大綱」の１５の具体的施策に関し、国民は緑の景観が最も優れた景観と考えており、「美
しい国づくり政策大綱」の１５の具体的施策に関しても、「緑地保全、緑化推進策の充実」を最も評価している
他、「電線類地中化の推進」、「水辺、海辺空間の保全・再生・創出」といった効果が視覚的に把握できる取り
組みに対する評価が高い 方 地方公共団体アンケ トによれば 「景観に関する基本法制の制定」 「事業組みに対する評価が高い。一方、地方公共団体アンケートによれば、「景観に関する基本法制の制定」、「事業
における景観形成の原則化」など、自らの景観形成の実務に関連の深い施策の評価が高い。また、行政に対する
景観形成の取り組みの期待は大きく、特にほとんどの国民が国土交通省の役割が重要と考えており、大綱の具体
的施策についても引き続き充実されることが期待されている。

○一方で、「住宅地・集落」、「駅前や商店街等」の景観については、悪くなったとの評価も一定程度あり、必ず
しも歴史文化や自然等の特徴的な景観を有せず、関係者の合意や協力が比較的難しい地域における景観形成に課
題があることが読み取れる。また、国民アンケートによると良好な景観形成の重要な担い手については行政が約
７割を占めており、多様な担い手による参画の推進という観点からは、幅広い主体の担い手が必要であるとの認
識が広まることが必要

26.9%

22.4%

20.6%

28.7%

15.9%

0% 10% 20% 30% 40%

①事業における景観形成の原則化

②公共事業における景観アセスメント（景観評価）システムの確立

③分野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

17.0%

22.4%

10.7%

40.4%

13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①事業における景観形成の原則化

アセスメント（景観評価）システムの確立

野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

Q.美しい国づくり政策大綱に基づき進めてきた取り組みのなかで
評価できる取り組み

Q.良好な景観形成を推進するため
今後充実することが必要な取り組み

①

②

③

識が広まることが必要。

◇「美しい国づくり政策大綱」の評価

①事業における景観形成の原則化

②公共事業における景観アセスメント
（景観評価）システムの確立
③分野ごとの

〈国民n=1,005〉 〈地方公共団体n=1,689〉

28.2%

41.4%

28.7%

12.3%

29.5%

12.6%

22.7%

15.6%

17.6%

10.9%

19.4%

28.8%

18.9%

③分野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

④景観に関する基本法制の制定

⑤緑地保全、緑化推進策の充実

⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出

⑦屋外広告物制度の充実等

⑧電線類地中化の推進

⑨地域住民、ＮＰＯによる公共施設管理の制度的枠組みの検討

28.2%

49.0%

35.6%

14.3%

43.5%

10.1%

27.6%

45.2%

19.6%

10.2%

25.6%

27.8%

8.2%

野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

④景観に関する基本法制の制定

⑤緑地保全、緑化推進策の充実

⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出

⑦屋外広告物制度の充実等

⑧電線類地中化の推進

公共施設管理の制度的枠組みの検討

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

③分野ごとの
景観形成ガイドラインの策定等
④景観に関する基本法制の制定

⑤緑地保全、緑化推進策の充実

⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出

⑦屋外広告物制度の充実等

⑧電線類地中化の推進

⑨地域住民、ＮＰＯによる
公共施設管理の制度的枠組みの検討

18.5%

5.7%

14.2%

8.4%

7.9%

6.5%

0.0%

26.0%

8.6%

11.3%

14.0%

14.7%

8.8%

⑩多様な担い手の育成と参画推進

⑪市場機能の活用による良質な住宅等の整備促進

⑫地域景観の点検促進

⑬保全すべき景観資源データベースの構築

⑭各主体の取り組みに資する情報の収集・蓄積と提供・公開

⑮技術開発

無回答

国民 地方公共団体

10.2%

5.2%

10.4%

10.4%

5.5%

5.6%

0.7%

13.7%

2.6%

4.9%

7.4%

7.5%

2.6%

0 2%

⑩多様な担い手の育成と参画推進

の活用による良質な住宅等の整備促進

⑫地域景観の点検促進

全すべき景観資源データベースの構築

に資する情報の収集・蓄積と提供・公開

⑮技術開発

無回答

国民 地方公共団体

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

◇優れた景観 Q あなたが思う優れた景観とは

公共施設管理の制度的枠組みの検討
⑩多様な担い手の育成と参画推進

⑪市場機能の活用による
良質な住宅等の整備促進
⑫地域景観の点検促進
⑬保全すべき
景観資源データベースの構築
⑭各主体の取り組みに資する
情報の収集・蓄積と提供・公開
⑮技術開発

0.2%無回答0.2%無回答

11.6%

4.0%

6.9%

3.2%

4.2%

36.4%

21.8%

25.5%

13.3%

21.3%

32 3%

36.1%

46.7%

29.8%

59.1%

48.8%

44 8%

5.4%

15.6%

18.7%

7.3%

11.9%

7 7%

3.7%

4.9%
12.4%

4.8%

5.4%

6.7%

7.1%

6.7%
11.6%

8.1%

6 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共施設（道路や橋梁等）の景観

住宅地・集落の景観

駅前や商店街等の景観

歴史的な景観

看板・ポスター等の屋外広告物による景観阻害

公園や緑地の景観

看板・ポスター等の屋外広告物
による景観阻害

◇１０年前との比較 Q.特定の景観について、10年前と比べて景観が良くなったか

52.7%

37.5%

37.0%

34.5%

24 1%

0% 20% 40% 60%

緑地や樹林地等の

緑の景観

歴史的な景観

河川や海岸線等の

水辺のうるおいある景観

閑静な住宅地・

のどかな集落の景観

穏やかな田園景観

◇優れた景観 Q.あなたが思う優れた景観とは
どのようなものですか

〈国民n=1,005〉 〈国民n=1,005〉

5.5%

5.6%

4.1%

32.3%

30.1%

21.2%

44.8%

44.3%

57.8%

7.7%

7.7%

5.5%

2.9%

3.5%

3.5%

6.5%

8.4%

7.6%

公園や緑地の景観

河川や海岸線等の水辺の景観

電線類による道路の景観阻害

良くなった やや良くなった 変化はない やや悪くなった 悪くなった 分からない 無回答

都道府県, 

NPO等の

まちづくり

団体, 1.6%

（16人）

その他, 

2.2%

（22人）

無回答, 

0.2%

（2人） それほど

重要では

重要では

ない, 0.3%

（3人）

分からな

い, 0.7%

（7人）

無回答, 

0.1%

（1人）

Q.まちの景観を良くす

るために最も重要な役

Q.良好な景観形成を

進める上で国土交通

24.1%

11.9%

6.0%

0.1%

穏やかな田園景観

駅前等の

賑わいのある景観

その他

無回答

◇景観形成の担い手 ◇国土交通省の役割

国, 18.8%

（189人）

11.4%

（115人）

市町村, 

39.2%

（394人）

民間企業, 

3.1%

（31人）

国民, 

17.8%

（179人）

自治会や

商店街組

織等, 5.7%

（57人）

（16人）

非常に重

要である, 

52.3%

（526人）

重要であ

る, 42.1%

（423人）

重要では

ない, 4.5%

（45人）

割を担うのは誰だと思
いますか

省の役割は重要だと
思いますか

重要
94.4％

行政
69.4％〈国民n=1,005〉 〈国民n=1,005〉

5 ※平成24年9月11日訂正（訂正内容は巻末正誤表参照。）



評価結果の総括（３／３）

第三者の知見の活用（有識者の意見聴取）

○ 「美しい国づくり政策大綱」全体に対して、以下の景観分野の有識者に対する意見聴取を行った。
青山俊樹 元国土交通省事務次官
篠原修 東京大学名誉教授
西村幸夫 東京大学副学長 東京大学先端科学技術研究センタ 教授

＜有識者の意見聴取から＞

「美しい国づくり政策大綱」に基づく具体的施策の取り組みの成果について、一定の評価を得た。

今後の課題として、法制度の面からは、現行制度の効果的な有効活用の必要性と目指すべき都市
像を整合的に実現するため、将来的な法制度の再編成の必要性の指摘があった。

また 良好な景観形成に取り組む原動力は人であることから 景観形成の現状把握と情報共有 顕

西村幸夫 東京大学副学長、東京大学先端科学技術研究センター教授

また、良好な景観形成に取り組む原動力は人であることから、景観形成の現状把握と情報共有、顕
彰等による意識啓発と景観にかかわる専門家等の人材育成の重要性の指摘があった。

まとめ

○ 「美しい国づくり政策大綱」によって本格的に始まった国土交通省の景観行政の取り組みにより、

国土交通省における景観行政の基幹的枠組みの構築が行われ、成果の発現がみられる。

一方で、必ずしも特徴的な景観を有せず、関係者の合意や協力が比較的難しい地域においては、

良好な景観形成に資する地域資源の発見・共有方法など、景観形成にむけた取り組み方法に課題

がある。

こうした地域における良好な景観形成の取り組みにあたっては、国民・民間企業等の多様な主

体により主体的な取り組み等の関与が重要となる体により主体的な取り組み等の関与が重要となる。

○ 景観は、その善し悪しを画一的ものさしで図られるものではなく、規制だけでは望ましい景観の形

成を図ることはできない。そのため、行政、民間企業、国民等の多様な主体が、その失い難い価値

を守らなければならないという意識を共有し、基準の適否にとどまらない建設的な取り組みや積極

的な理解・参加・協力を行うことが求められる。

○ 景観については、10年前より国民意識も高まっており、継続した取り組みが効果的である。まず

は、意欲のある地方公共団体・国民等が効率的かつ効果的に景観形成に取り組めるよう、先進的

な取り組みや効果等の様々な情報を共有するとともに、顕彰等によりそれ以外の地方公共団体・国

民等も含め、意欲を引き出し、その取り組みを支える人材の育成を図り、国民の意識啓発を図るな

ど、政策の反映の方向に示した取り組み等の着実な実現を図り、それらの継続的な取り組みによっ

て、実績を積み重ねていくことが重要である。

その結果として 全ての地域において 行政 民間企業 国民等の関係する多様な主体が良好その結果として、全ての地域において、行政、民間企業、国民等の関係する多様な主体が良好

な景観形成に取り組む意義・価値があると認識し、景観配慮を当然のこととみなし、皆が当事者と

なって主体的に取り組み、創意工夫を活かして良好な景観形成を競い合うような好循環につながっ

ていくことが望まれる。

○ 国は、今後も地方公共団体・国民等がより円滑に景観形成に取り組むことができるよう、現行法

令等の必要な改善を積み重ね、法制度等の充実を図るなど、政策の反映の方向に示した取り組み

等の着実な実現を図ることが必要である。
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地方公共団体アンケート（n=1,689）

地方公共団体アンケートの結果、事業における景観形成の原則化に関する実施例等

【全地方公共団体】
大部分の事業で

全く一般化 無回答 0 0%

●地方公共団体において、事業への景観配慮の一般化の取組は進捗が見られるものの、都道府県や大規模市町村と比較して、中小規模の市町村は取組が遅れ
ている。

施策グループ １ ①事業における景観形成の原則化

【地方公共団体の種類別集計】一般化した, 5.5%
（93団体）

一部の事業で 一般

化した, 29.5%
（498団体）

どちらでもない, 49.3%
（832団体）

ほとんど一般化

していない, 13.6%
（230団体）

全く 般化

していない, 2.1%
（36団体）

無回答, 0.0%
（0団体）

大部分の事

業で一般化した

4.9%

一部の事業で

一般化した

28.1%

どちらでもない

ほとんど一

般化していない

14.0%

全く一般化

していない

2.3%大部分の事業で

一般化した

8.3%

一部の事業で

一般化した

55 0%

どちらでもない

30.0%

ほとんど一般

化していない

6.7%

全く一般化し

ていない

0.0%

○都道府県 ○政令市・中核市 ○その他の市町村
一般化した
35.3％

一般化して
いない 15.7％

大部分の事業で

一般化した

21.3%

一部の事業で

どちらでもない

27.7%

ほとんど一般化

していない

8.5%

全く一般化

していない

0.0%

事業における景観形成の原則化に関する実施例

● 道路防護柵についての「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」（平成１６年策
定）に基づいて整備された事例（福島県猪苗代町）。

どちらでもない

50.6%
55.0%

図２ 地方公共団体における景観への配慮の一般化の状況（地方公共団体種類別集計）

●雨天時における下水中のごみ等の河川や海等への流出防止並びに処理
水質の向上のため、合流式下水道の有すべき構造や高度処理を下水

一般化した
63.3％

一 般 化 し た
33.0％

部の事業で

一般化した

42.6%

一般化した
63.9％

図１ 地方公共団体における景観への配慮の一般
化の状況（10年前と比べて）

●平成１６年６月に設置した「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」におけ

定）に基づいて整備された事例（福島県猪苗代町）。

放流回数削減のため「管内貯留」等を実施

質 、合流 構 高度
道法施行令で位置づけ（平成15年9月25日告示。平成16年4月1日施
行）。下記は合流式下水道対策事業の効果の例（福岡県大牟田市） 。

●平成１６年６月に設置した「わかりやすい道路案内標識に関する検討会」におけ
る提言に基づいて整備された、景観に配慮した道路案内標識柱の事例。

放流先の水質（ＣＯＤ）改善状況 mg/L

水質改善

放流回数 回/年

目標：44回/年

●航路標識（灯台）の電源系工事に際して、配電線の解消を図ることの原則化（平成
15年度）に基づき実施された灯台の配電線撤去の事例（千葉県富津市）。

●土地区画整理事業において高い質の公共施設に対する補助を一般化す
る旨の通知（平成17年3月）を活用し、質の高い整備が実施された事例
（宇都宮駅東地区）。

歩道の透水性平板、
ツリーサークル、ベンチ、
照明柱等について、
質の高い整備を実施

「群馬県橋梁色色彩計画マニュアル（案）」（群馬県）より抜粋

●地方公共団体における景観への配慮の一般化に関する取組例
（左：「群馬県橋梁色色彩計画マニュアル（案）」、右：「ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）」）

「ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）」（静岡県）より抜粋
（「施設編 ５道路 （８）横断歩道橋）より

※桁と高欄の明度差により、橋全体が

○塗装方法の工夫をする

・塗装面積による圧迫感・存在感の低減を図るため、桁
部と高欄部（または窓枠部)の塗り分けを行う等の配
慮を行う。

（留意事項）
○ 柵の高さや透過性に配慮する
・落下物防止柵は歩道橋の見た目のボリューム
感に影響を与えるため､最低限の高さとし､極力
透過性のあるものを採用する
○ 色彩に配慮する
・周辺景観と調和する色の選択に配慮する

「第２章本色彩計画の特徴」より
（１）群馬県の色彩特性を考慮した色彩チャートの活用

本色彩計画では、群馬県の全ての鋼橋に対して、次に示すよう
に「群馬色彩チャート」の色彩の中から色彩の絞り込みを行い
橋梁の色彩を選定する。

スレンダーな印象を与える
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東京港南部地区東京港臨海道路Ⅱ期整備事業の取組
橋梁建設にあたって CGを活用した色彩検討に加え 色見本ﾊﾟﾈﾙを用い

■景観検討においては、CGや模型のほか,試験見本作成、現地

確認等の手法により現地の環境下での実際の見え方を予測して
事業に反映

国道56号肱川橋橋梁架替事業（愛媛県大洲市）の取組

耐震性能等の問題から架替えることとなった橋梁について、地域のシンボルで
ある城郭や周辺の歴史的な町並みと調和して良好な景観形成に資するよう検討.

■事業の概要
事業名 国道56号肱川橋橋梁架替事業

景観検討の取組事例

②公共事業における景観アセスメント（景観評価）システムの確立
③分野ごとの景観形成ガイドラインの策定等

施策グループ ２

橋梁建設にあたって、CGを活用した色彩検討に加え、色見本ﾊ ﾈﾙを用い
て現地での見え方確認を行い、周辺の景観に馴染む構造物の色彩を検討.

事業名：国道56号肱川橋橋梁架替事業
規 模：橋長約１８４ｍ
着手年：平成２１年度
計画地：愛媛県大洲市大洲～中村地先

※ 計画地は景観計画区域（大洲肱南・肱北区域）内にあ
り、地域の重要な景観資源（大洲城、歴史的町並み等）が周
辺に位置することから、平成21年１０月に「重点検討事業」に
区分決定し、現在景観検討を実施中．

■検討体制

「肱川橋周辺まちづくり検討委員会」 を設置・開催
して景観検討を実施．
＜構成＞ 学識経験者３名

大阪港北港南地区～南港地区臨港道路整備事業の取組

海底トンネル建設にあたって整備する換気所について、ＣＧや模型を活
用して外観を検討するとともに、外壁タイルについて様々な配色、配列パ
ターンのサンプルを現地に設置し、実際の見え方や印象を確認しながら
検討．

＜構成＞・学識経験者３名
・地域住民(町内会や青年会等代表)５名
・関係行政機関(県･市･警察)３名

■景観予測・評価

様々な構造の模型を作成して地域のシンボルである城郭の視点場からの見え方を
比較するなど、事業後の景観を予測・評価しながら検討を進めた．

大洲城

※ 学識経験者にも現地確認に参加
いただき、様々な組合せでその場でタ
イルを並べながら検討を進めた．

景観検討関係者の評価

Q.事業景観アドバイザーの設
置は効果的だと思いますか？

Q.景観アセスメントの実施により、
各事業の成果が向上したと感じま
したか？

Q.地方公共団体からの意見聴取
において、意見を十分伝えることが
できましたか？

Q.景観検討において、地方公共
団体の意見は反映されたと思
いますか？

効果的である
（17名 36%）

向上したと
感じる
（14名：30%）

若干
効果がある
（3名：6%）

無回答
不十分
（2団体：9%）

特に意見なし
（3団体：13%）

特に意見なし
（5団体：22%）

反映
されなかった
（0団体：0%）

■事業景観アドバイザー（学識経験者等）の評価 ■景観検討に参加した地方公共団体の評価

※事業景観アドバイザーの任命が必須である重点検討事業に区分された149事業のうち、
景観検討進捗が一定段階に達している44事業の事業景観アドバイザー47名を対象。

※地方公共団体等との連携体制構築が必須である重点検討事業に区分された1事業での
景観検討に参加した23団体の担当者からヒアリング。

（17名：36%）

効果的でない
（1名：2%）

無回答
（29名：62%）

従前と特に
かわらない
（0名：0%）

従前よりも悪くなっている
（0名：0%）

わからない
（10名：21%）

（29名：62%）

十分
（18団体：78%）

（2団体：9%）
反映された
（13団体：56%）ある程度

反映された
（5団体：22%）

航空障害灯等の設置状況及び設置者の評価

物件設置者のヒアリング結果 ※設置届出原簿より35者を無作為抽
出し、電話によりヒアリングを実施

コスト削減、省エネ
や景観形成にもつ
ながることから既に
新基準を適用した基準改正を

わからない
（4者：11.4%）

既に適用済みも含めて
新基準適用の意向．
（19者：54.3%）

■ 昼間障害標識（赤/白）の設置状況

航空障害灯等の設置状況及び設置者の評価

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 合計

改正前の基準での
要設置物件 【A】

151 259 383 355 344 266 282 2,040

実際に設置された
物件 【B】

48
31.8%

163
62.9%

238
62.1%

173
48.7%

177
51.5%

75
28.2%

137
48.6%

1,011
49.6%

基準改正により削減
された物件数 【A‐B】

103
62 8%

96
37 1%

145
37 9%

182
51 3%

167
48 5%

191
71 8%

145
51 4%

1,029
50 4% 新基準を適用した

（12者：34.4%）

新基準を適用
することを検
討している
（5者：14.3%）

建物の改修・器具
の改修時に新基準
を適用したい
（2者：5.7%）

基準改正を
知っているが

適用する予定
はない
（4者：11.4%）

基準改正を
知らなかった
（8者：22.9%）

■ 航空障害灯の設置状況

62.8% 37.1% 37.9% 51.3% 48.5% 71.8% 51.4% 50.4%

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 合計

改正前の基準での
要設置物件 【A】

319 256 254 374 221 260 204 1,888

実際に設置された
物件 【B】

232
72.7%

191
74.6%

197
77.9%

299
79.9%

172
77.8%

191
73.5%

163
79.9%

1,445
76.5%

基準改正により削減
された物件数 【A‐B】

87
27.3%

65
25.4%

57
22.4%

75
20.1%

49
22.2%

69
26.5%

41
20.1%

443
23.5%
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【全地方公共団体】
【景観計画策定済み団体のみ】

地方公共団体アンケート（n=1,689）

【全地方公共団体】

地方公共団体の取り組み、国民アンケート及び地方公共団体アンケートの結果等

●景観計画に基づき取組を進める地域の数
は年々増加している。

●景観法制定によって景観形成の取組が促進されている。 ●10年前と比べて景観が良くなっ
たという評価が多い。

【政策チェックアップにおける業績指標
＝500】

④景観に関する基本法制の制定 ⑤緑地保全、緑化推進策の充実
⑦屋外広告物制度の充実等

施策グループ ３ ーー１１

地方公共団体の取り組み

375
433

477
500

600

景観形成の

取り組みが

促進された

79.6%（242
団体）

景観形成の

取り組みが

行いにくく

なった

0.3%（1団

あまり変わら

ない、分から

ない

20.1%（61団

体）

無回答
0.0%

（0団体）

促進された, 

24.2%

（408団体）

行いにくくなっ

た, 0.1%

（2団体）

あまり変わら

ない、分から

ない, 75.7%

（1,279団体）

無回答, 0.0%

（0団体）

良くなった, 

2.9%

（49団体）

やや良く

なった, 

32.6%

（550団体）
変化はない, 

50.7%

（856団体）

やや悪く

なった, 5.9%

（99団体）

悪くなった, 

0.5%

（9団体）

分からない, 

7.5%

（126団体）

無回答, 

0.0%

（0団体）

95 109

199
257

324
375

0 0 10 43
92

152
206

267

0 0 1 4 8 16 18 19

0

100

200

300

400

景観行政団体数

景観計画策定団体数（市区町村）【政策チェックアップにおける業

績指標対象】

体）

41.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

行為の制限（景観形成基準）の

定性基準の運用など、総じて…

国民アンケート（n=1,005）

●10年前と比べて、景観に対す
る意識が高まっている。

ほとんど

低下した, 

0.7% （7

人）

無回答, 

0.3%（3人）

図１ 景観行政団体及び景観計画策定団体
数の推移【政策チェックアップにお
ける業績指標】

図２ 景観法制定による良好な景観形成の取組
の促進効果（地方公共団体アンケート）

図３ 10年前と比べて景観が
良くなったか（地方公共団
体アンケート）

（856団体）
良くなった,
35.5%

●「公共施設（道路や橋梁等）」、「公園や緑地」、「河川や海岸線等の水辺」
等の公共空間における景観が、10年前と比べ良くなったという回答の割

合が高い。一方、「住宅地・集落」、「駅前や商店街等」については、悪く
なったという回答の割合が高くなっている。

●定性基準の運用が重要なポイントとなって
いる。

行為の制限（景観形成基準）
の定性基準の運用など、
総じて基準の運用方法に

悩んでいる

景観計画策定団体数（都道府県）

40.3%

39.5%

32.1%

7.8%

定性基準の運用など、総じて

事業者の景観に対する理解や協

力姿勢が乏しい

行政職員の専門的な知識や調

整能力が不足している

担当する行政職員が不足してい

る

外部の専門家が不足している

11.6%

4.0%

6.9%

3 2%

36.4%

21.8%

25.5%

13.3%

36.1%

46.7%

29.8%

59.1%

5.4%

15.6%

18.7%

7.3%

3.7%

4.9%
12.4%

4.8%

6.7%

7.1%

6.7%
11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共施設（道路や橋梁等）の景観

住宅地・集落の景観

駅前や商店街等の景観

歴史的な景観

大きく高

まった, 

25.4%（255

人）

少し高

まった, 

49.6%

（498人）

ほとんど

変化はな

かった, 

24.1%

（242人）

人）

● 10年前と比べて景観が良く

図５ 10年前と比べて景観に対する
意識が高まったか

公共施設

（道路や橋梁等）の景観

住宅地・集落の景観

駅前や商店街等の景観

歴史的な景観

看板・ポスター等の

高まった,
75.0%

悩んでいる

事業者の景観に対する理解
や協力姿勢が乏しい

行政職員の専門的な知識や
調整能力が不足している

担当する行政職員が
不足している

外部の専門家が
不足している

1.6%

9.9%

7.0%

その他

特になし/わからない

無回答

3.2%

4.2%

5.5%

5.6%

4.1%

21.3%

32.3%

30.1%

21.2%

48.8%

44.8%

44.3%

57.8%

11.9%

7.7%

7.7%

5.5%

5.4%

2.9%

3.5%

3.5%

8.1%

6.5%

8.4%

7.6%

看板・ポスター等の屋外広告物による景観阻害

公園や緑地の景観

河川や海岸線等の水辺の景観

電線類による道路の景観阻害

良くなった やや良くなった 変化はない やや悪くなった
悪くなった 分からない 無回答

● 10年前と比べて景観が良く

なったという評価が多い。
看板・ポスタ 等の

屋外広告物による景観阻害

公園や緑地の景観

河川や海岸線等の

水辺の景観

電線類による道路の

景観阻害

良くな た

図４ 魅力的な都市空間の創出に向けた景観誘
導を進める上で、問題点や課題として認識してい

その他

特になし/わからない

無回答

良くなった, 

5.0%

（50人）
やや良く

なった, 
30.2%

（304人）変化はな

い, 32.8%
（330人）

やや悪く

なった, 
16.4%

（165人）

悪くなった, 

7.7%（77

人）

分からな

い, 7.4%

（74人）

無回

答, .5%（5

人）

70.3%

69.6%

64.9%

43.2%

16.9%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

広告物の様態が多様であり、…

未申請物件が多い

業者の景観に対する理解や協力姿…

必要な人員を確保できない

行政職員の屋外広告物法に関する…

必要な予算が確保できない

図６ 10年前と比べて景観が良くなったか

●屋外広告物条例に基づく許可制度の運用課題として、屋外広
告物の様態の多様性による判断に苦慮する、未申請物件が
多い、業者の景観に対する理解や協力姿勢が乏しい、との
回答が多い。

図７ 特定の景観について、10年前と比べて景観が良くなったか

良くなった,
35.2%

広告物の様態が多様であり、許可基準の運用など、
判断に苦慮するケースが多い

未申請物件が多い

業者の景観に対する理解や協力姿勢が乏しい

必要な人員を確保できない

行政職員の屋外広告物法に関する
知識・ノウハウが不足している

必要な予算が確保できない

地方公共団体アンケート
（屋外広告物条例を制定している団体n=148）

導を進める上で、問題点や課題として認識してい
ること
（H22年7月1日時点、景観計画n=250）

（330人）

9.5%

5.4%

1.4%

8.1%

0.0%

基準の策定への事業者との合意形…

許可地域の設定等について住民と…

特になし

その他

無回答

景観法・屋外広告物法を活用した良好な景観形成の取組事例 ●景観重要公共施設に指定した用水
路の親水護岸整備において、景観
計画に即して、柵の色彩の周辺との
調和、桜並木の保全、自然石の石
積み等により良好な景観形成を実
現した事例（埼玉県八潮市）

●屋外広告物条例に基づく地域指定（特別規制地域）により、非自己用広告物
を原則禁止としたことに伴い、地区の住民と協働して不適格となる広告物の
撤去に取り組んだ事例（長野県飯田市）

●景観形成基準により、外壁の色彩が
ベージュ系に統一され、景観計画に即
した屋外広告物条例の運用により、落
ち着いた雰囲気の街なみが形成された
事例（神奈川県川崎市）

基準の策定への事業者との合意形成が難しい

許可地域の設定等について住民との合意形成が難しい

特になし

その他

無回答
図８ 屋外広告物条例に基づく許可制度の運用課題（H23 年9 月1 日時点）

現した事例（埼玉県八潮市）事例（神奈川県川崎市）

9 ※平成24年9月11日訂正（訂正内容は巻末正誤表参照。）



【都市の緑に関する施策の体系】 都市公園法と都市緑地保全法について新たな法制度を創設・改正し、
都市の緑に関する総合的、体系的な法制度を整備

施策グループ ３ ④景観に関する基本法制の制定 ⑤緑地保全、緑化推進策の充実
⑦屋外広告物制度の充実等

ーー２２

平成 年度 都市 保全法等 部改

【地方公共団体アンケート（抄）】

緑地の減少を課題として捉えている地方公共団体が
大都市に偏っている傾向があり、今後、大都市以外
の地方公共団体に対しての制度の周知を行っていく
ことが必要。

【都市の緑地の保全・緑化の事例】
○特別緑地保全地区制度

川崎市では、平成
１６年の相続税の
適正評価以降、特
別緑地保全地区平成１６年度の都市緑地保全法等の一部改正により

・「緑の基本計画における都市公園整備の方針の追
加」
・都市緑地法における「緑地保全地域制度」、「地
区計画等緑地保全条例制度」、「緑化地域制度」「
地区計画等緑化率条例制度」の創設
・都市公園法における「立体公園制度」の創設、「
建ぺい率の制限の緩和」、「公園管理者以外の者に
よる公園施設 設置管理

別緑地保全地区の
指定実績が大幅に
増加。地域連携に
よる緑地管理を推
進。

○緑化地域制度

名古屋市では、平
成 年 月による公園施設の設置管理」

等制度の拡充が行われましたが、これにより貴団体
における緑地保全、緑化推進の取組みが促進された
と感じますか。

成２０年１０月に
全国に先駆けて緑
化地域制度を導入
。３年間で１３０
ｈａの緑化を実現
している。

○地域住民、ＮＰＯによる公園施設の設置・管理

【全国】 【政令市】

仙台市宮城野原公
園では、株式会社
楽天野球団が野球
場を設置し、自社球
団のホームスタジア
ムとして管理。
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水辺・海辺空間の保全・再生・創出に関する実施例

重点的な取り組みの実施

●ⅰ-a.景観阻害要因となっている消波ブロックの除却
海岸防護にあたっても、砂浜等を組み合わせた面的防護方式の海岸整

備を行うなど、美しい海岸景観形成に配慮しながら事業を進めることが求
められており、景観を阻害する既設の消波ブロックについても、撤去した消
波ブ クを離岸堤に有効活用するなどの工夫を図 ている

豊かな水量の確保や放置艇等景観阻害要因の除却による水辺・
海辺空間の再生

●ⅴ.水循環に係る総合的な計画の進捗
水環境の悪化が著しい河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等におい

て、水環境改善に積極的に取り組んでいる地元市町村等と河川管理者・

施策グループ ４ ⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出

波ブロックを離岸堤に有効活用するなどの工夫を図っている。
、水環境改善 積極的 取り組 る地元市町村等 河川管理者

下水道管理者及び関係者が一体となって策定する「第二期水環境改善
緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ）」に基づく水環境改善施策を、関係
者との協力のもと、推進している。

消波ブロックを除去し 自然石を配置することで荒天時の高潮対策を図った

施工前 施工後

●ⅰ-b.干潟の再生
港湾においては、浚渫土砂を活用して、美しい海辺空間を創出する干

潟の再生を推進している。

●ⅵ.放置艇等景観阻害要因の除去
放置艇を削減するため、平成１２年及び平成１８年に港湾法の改正を行

清流ルネッサンスⅡ

消波ブロックを除去し、自然石を配置することで荒天時の高潮対策を図った
海岸の例

より良好な処理水質が得られる下水の高度処理の原則化等、水
質汚濁が慢性化している大都市圏の海や汚濁の著しい河川等に
おける水質の改善

放置艇を削減するため、平成１２年及び平成１８年に港湾法の改正を行
い、「放置等禁止区域」に指定された区域内で船舶等の放置を禁止すると
ともに、「放置小型艇収容緊急整備（ボートパーク整備）事業」による係留・
保管施設の整備など放置艇対策を推進している。

親水・交流拠点の整備等による新たな水辺・海辺空間の創出、
住民、ＮＰＯ等の参画の推進

●ⅶ.新たな水辺・海辺空間の創出
河川が有する固有の自然・文化・歴史等に合わせ、「多自然川づくり」や

干潟の再生事例について

●ⅱ.高度処理の推進
下水道の整備による公共用水域の水質保全だけでなく、湖沼や閉鎖性

海域における富栄養化の防止などに資する下水処理場の高度処理化を
推進している。

河川が有する固有の自然 文化 歴史等に合わせ、 多自然川づくり」や
「かわまちづくり」、「水辺の楽校」等により、誰もが身近な自然空間として利
活用できるよう親水性、景観性のある河川整備を推進する。

●ⅲ.合流式下水道の改善
合流式下水道は、一定量以上の降雨時に未処理下水の一部がそのま

ま放流されるため、公衆衛生・水質保全・景観上の観点から問題。新技術
の導入を図るなど 効率的 効果的に改善対策を推進し 法令で定められ

多自然川づくりの概要

環境基準達成率の推移

の導入を図るなど、効率的・効果的に改善対策を推進し、法令で定められ
た期限内に確実に対策を完了（合流式下水道緊急改善事業）することとし
ている。

●ⅷ. 地方公共団体や地元住民と連携した川づくり
河川や水辺をまちづくり・観光の核として活用し、地域の魅力向上を目指

す市町村の計画に対し、まちづくりと一体となった水辺空間の整備等の
ハード面及び規制緩和等のソフト面の両面から支援・推進を行っている。

●ⅳ.大都市圏の海や汚濁の著しい河川等における水質の改善
河川は水環境改善緊急行動計画対象河川、湖沼は湖沼水質保全特

別措置法に基づく指定湖沼、閉鎖性海域は三大湾を対象とし、水環境改
善に積極的に取り組んでいる地元市町村等と河川管理者、下水道管理
者等、関係者が一体となり、汚濁負荷の削減に取り組んでいる。

合流式下水道改善対策の概要

地方公共団体や地元住民と連携した川づくりの概要
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電 線 共 同 溝

地域の実情に応じた多様な無電柱化手法を活用し、コスト縮減を図りつつ、無電柱化を推進

⑧電線類地中化の推進施策グループ ５

【電線共同溝のイメージ】【電線共同溝整備前】

新設道路

歩道

施工後

バイパス整備等と一体となった同時整備

施 工 中

電線共同溝

①電柱・架空線撤去費の節減
②移設補償費の節減
③大型重機による効率的施行③大型重機による効率的施行
④夜間工事や通行規制が不要

裏 配 線

表通りの配線

メイン通りを
無電柱化

【整備前】

裏通りに移設

【整備後】

軒 下 配 線

【整備前】 【整備後】

【軒下配線の状況】

軒下配線
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国民アンケート（良好な景観形成のための活動への参加について）（n=1,005）

国民アンケートの結果、地域住民、NPOによる公共施設管理の制度的枠組みの検討、多様な担い手の育成と参画促進に関する取組例等

1 よく参加して無回答 0 2%

●良好な景観形成にかかる活動に一定回数以上参加し
たことがあるとの回答は3割に留まっており、より一層参
加を促す必要がある。

●ここ10年で国民の良好な景観形成にかかる活動へ
の参加機会が着実に増加している

●良好な景観形成にかかる活動への意欲や関心が
高い

⑨地域住民、ＮＰＯによる公共施設管理の制度的枠組みの検討
⑩多様な担い手の育成と参画推進

施策グループ ６

1.よく参加して

いる, 6.5%

2.時々参加して

いる, 26.7%

3 ほとんど参加

4.参加したこと

がない, 38.0%

無回答, 0.2%

1.大きく増

えた, 8.5%

2.増えた, 

37.8%

3.ほとんど

変化はな

かった, 

4.減った, 

4.7%

無回答, 

0.6%
1.積極的

に参加し

たい, 

13.6%

2.機会が

あ たら

3.参加す

るつもり

はない, 

7.1%

無回答, 

0.7%

減 た

3.ほとんど参加

していない, 

28.7%

図１ 良好な景観形成のための活動への参加状況

48.3% あったら

参加した

い, 78.6%

１.活動によく参加している ２.活動に時々参加している ３.活動にほとんど参加
していない

図３ 10年前と比較した参加機会の変化 図５ 今後の活動への参加意欲

9.5%

18.4%

0% 20% 40% 60%

1.国

2.都道府県

参加している
32.2％

増えた
（または
大きく増えた）
46.3%

今後参加
したい
92.2%

大きく増

えた
0.3%

増えた
19.4%

ほとん

ど変化

なし
71.9%

減った
7.6%

無回答
0.7%

大きく増

えた
7.5%

増えた
57.5%

ほとんど

変化なし
32.8%

減った
2.2%

無回答
0.0%

大きく増

えた
49.2%

増えた
38.5%

ほとんど

変化なし
7.7%

減った
1.5%

無回答
3.1%52.8%

13.7%

8.5%

47.8%

19.6%

3.4%

3.市町村

4.民間企業

5.国民

6.自治会や

商店街組織等

7.ＮＰＯ等の

まちづくり団体

8.その他

地域住民、NPOによる公共施設管理、多様な担い手の育成と参画推進に関する実施例

●全国で2,258団体が歩道の清掃や植樹等の管理など、協定を締結して活動中。
（左：全国の実施団体の推移、右：山形県鶴岡市における活動状況）

図４ 10年前と比較した参加機会の変化（10年前と比較） ※活動への参加状況別集計図２ 良好な景観形成のための活動に主導的役割を
担っている主体
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2,003 2,258 

2,000 

2,500 

5.3%無回答

●地域住民、ＮＰＯが公園施設の設置・管理を実施（平成21年度末で632件）。
（左：件数の推移、右：埼玉県所沢市緑町中央公園における事例）

700

件数の推移 632

●良質な社会資本及びそれに関わりをもつ優れた地域活動を表彰する『手づくり郷土
賞』を実施し、良好な事例を広く周知。（下：地域住民の清掃活動等による縫ノ池湧
水の保全（佐賀県杵島郡白石町）平成２２年度受賞）

48 

548 

1,161 

0 
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●全国の『みなとオアシス』登録箇所（５９箇所）0
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287

402
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●『「子どもの水辺」再発見プロジェクト』により、子ども達の水辺での環境学習等の
支援（左 登録箇所数の推移 右 漁川（北海道）における活動状況）

水の保全（佐賀県杵島郡白石町）平成２２年度受賞）

●河川流域の植樹活動「石狩川流域300万本植樹」により、NPO等に対し、育成支
援や活動の場の提供を実施。（左：江別市における活動状況(講習会)、右：当別
地区における活動状況(植樹)）支援（左：登録箇所数の推移、右：漁川（北海道）における活動状況） 地区における活動状況(植樹)）
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施策グループ ７ ⑪ 市場機能の活用による良質な住宅等の整備促進

「市場機能の活用による良質な住宅等の整備促進」の評価結果

（１）将来にわたり活用される良質なストックが形 （２）住宅の適正な管理及び再生がされたか

目標の達成状況

（１）将来にわたり活用される良質なストックが形
成されたか

（２）住宅の適正な管理及び再生がされたか

30年
34年

40年

27年

20年
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【住宅の利活用期間（①滅失住宅の平均築後年数）】
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7.5%
8.0%
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H15
(H11～H15平均)

H20
(H16～H20平均)

H27年

【住宅の利活用期間（②住宅の滅失率）】
【適正な修繕積立金を設定しているマンションの割合】
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32%

50%37%

10%

30%

50%

（３）既存住宅が円滑に活用される市場の整備
がされたか

（４）成約価格を含めた土地取引関連情報が整
備・提供されたか

年度央 年度央 年度央
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23%20%
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H22年度実績値：
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70000000
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（単位） ①取引価格情報を提供するホームページのアクセス件数

【既存住宅の流通シェア】
【取引価格情報を提供するホームページへの①アクセス件数】
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評価結果（総括）

○適切に維持管理された住宅ストックが円滑に流通する市場環境の実現に向けた取り組みを行
い、それらの効果は着実に発揮され、平成20年度の実績値については、リフォーム実施戸数の住
宅ストックに対する割合などの業績指標は順調に推移しているが、既存住宅の流通シェアなど一部
指標では目標達成に向けたトレンドを下回るものもある。

評価結果（今後の取り組み）

○平成23年度以降においては、中古・リフォーム市場整備のためのトータルプランを策定し、実施
するとともに、環境・ストック活用推進事業を創設し、住宅の長寿命化を推進するなど、今後とも、
目標の達成に向けて、新たな施策や、既存の取り組みの拡充などを適宜検討しつつ、住宅の市場
環境整備を推進する。

評価結果（今後の取り組み）



地域景観の点検促進に関する実施例

○地域において、地方整備局や地方公共団体等の関係者が一同に会し、観光地において良好

な景観形成や快適な周遊空間の形成のための現地点検等を実施する連絡会議の設置等を

推進。14地区において現地点検が実施され、景観等の課題抽出・改善提案等がなされた（平

⑫ 地域景観の点検促進施策グループ ８

推 。 現 検 実施 、景観等 課題抽 改善提案等 （平

成23年7時点）。

○『「子どもたちに残したい・残したくない」ニッポンの道景色・大募集』と題して、インターネット等を用いて

図１ 現地点検の状況（山梨県） 図２ 景観阻害要因の例（左：老朽化したトイレ、右：乱雑な案内看板）

道・街並みに関する景観を一般から募集する取組を実施。残したい景観は1117件、残したくない景観

は287件の応募があり、応募結果についてはホームページで公開。最終的には、冊子「ニッポンの道・

街並みの洗練にむけて」としてとりまとめを行った。

図４ 「残したい景観」の応募事例 図５ 「残したくない景観」の応募事例図４ 残したい景観」の応募事例
（自然と調和した景観）

図５ 残したくない景観」の応募事例
（電柱・電線、違法駐車・違法駐輪が景観を阻害）
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コンテンツ アクセス数

景観ポータルサイトトップページ 1,411

美しい国づくり政策大綱 1,007

●閲覧実績では、トップページのアクセス数が景観ポータルサイトは
1,411なのに対して、景観まちづくりホームページは6,620と多い。

景観ポータルサイトの閲覧実績

⑬ 保全すべき景観資源データベースの構築
⑭ 各主体の取り組みに資する情報の収集・蓄積と提供・公開施策グループ ９

別冊美しい国づくりのための取組事例 224

景観資源のデータベース 235

役にたつ基礎情報 128

関連施策と事例紹介 178

コンテンツ アクセス数

景観まちづくりホームページトップページ 6,620

景観法等の施行状況 2,206

景観法の活用意向等について 222

図１ 景観ポータルサイト閲覧状況

しばしば閲

覧してい

る, 1.0%
たまに閲

覧する

無回答, 

0.7%
しばしば閲

覧している, 

2.2%

無回答, 

0.0%

景観法の活用意向等に いて

景観行政団体 1,032

景観計画の策定状況 2,206

景観地区・準景観地区の策定状況 716

図２ 景観まちづくり閲覧状況

●国民アンケート、地方公共団体アンケートにおいては、景観ポータルサイトを閲覧したことがないという主旨の回答が多い。

●景観計画策定済の団体は、閲覧経験があるという主旨の回答が他の団
体より多くなっている

図３ 景観ポータルサイトのトップページ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

覧する, 

10.3%

めったに閲

覧しない, 

19.6%

閲覧したこ

とはない, 

68.4%

たまに閲

覧している, 

19.5%
今回初め

て閲覧し

た, 78.2%

図４ 景観ポータルサイトの閲
覧状況（H23年9月時点、国民
n=1,005）

図５ 景観ポータルサイトの閲覧
状況（H23年9月1日時点、地方公
共団体n=1,689）

5.6%

3.7%

0.2%

42.8%

27.4%

6.9%

51.6%

68.9%

92.9%

景観行政団体

（景観計画策定済）

景観行政団体

（景観計画未策定）

その他の市町村

しばしば閲覧している たまに閲覧している 今回初めて閲覧した

景観に関する一般的情
報の収集のため

景観計画策定・改訂の検
討の参考にするため

公共事業における景観配慮
の取組の参考にするため

景観資源の把握
のため

その他・無
回答

景観行政団体（景観計画策定済） 115（78.2%） 37（25.2%） 25（17.0%） 11（7.5%） 3（2.0%）

景観行政団体(景観計画策定予定あり) 88（70.4%） 59（47.2%） 8（6.4%） 9（7.2%） 2（1.6%）

●地方公共団体アンケートによると、「景観計画策定・改訂の検討の参考にするため」という回答が27.2％ある。これについて、景観計画の策定予定がある景観
行政団体において、47.2％となっており、他の団体と比較して回答が多い。

景観ポータルサイトの目的場面

景観行政団体(景観計画策定予定なし・

無回答)
27（79.4%） 2（5.9%） 6（17.6%） 2（5.9%） 3（8.8%）

その他の市町村 45（72.6%） 2（3.2%） 9（14.5%） 2（3.2%） 2（3.2%）

計 275（74.7%） 100（27.2%） 48（13.0%） 24（6.5%） 10（2.7%）

●地方公共団体アンケートによると、景観ポータルサイトで閲覧したことのあるコン

景観ポータルサイトの閲覧内容

●地方公共団体アンケートによると、景観ポータルサイトの課題として、

景観ポータルサイトの課題

図６ 景観計画策定の有無別・景観ポータルサイトの閲覧の目的場面（複数回答可）
（H23年9月1日時点、景観ポータルサイトの閲覧経験がある地方公共団体n=368）

71.5%

36.4%

35.6%

0% 20% 40% 60% 80%

景観関連施策と事例紹介

美しい国づくり政策大綱（本大綱本文や大

綱に係る各種施設及び先駆的な取り組…

景観資源データベース（保存すべき歴史的

施設のリストを掲載）

役に立つ基礎情報（美しい国づくりに役に

●地方公共団体アンケ トによると、景観ポ タルサイトで閲覧した とのある ン
テンツとしては、「景観関連施策と事例紹介」が71.5％と最も多い。

●地方公共団体アンケ トによると、景観ポ タルサイトの課題として、
「ポータルサイトの存在の周知」という回答が81.7％で最も多い。
次いで、「コンテンツの内容の充実」という回答が32.1％ある。

81.7%

32.1%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ポータルサイトの存在の周知

コンテンツの内容の充実

コンテンツの種類の充実

事例など）
み

23.1%

3.3%

1.1%

役に立つ基礎情報（美しい国づくりに役に

立つ新工法等の技術情報や土地・地理…

その他

無回答

図７ 景観ポータルサイトの閲覧内容（複数回答可）
（H23年9月1日時点、景観ポータルサイトの閲覧経験がある地方公共団体n=368）

図８ 景観ポータルサイトの課題（複数回答可）
（H23年9月1日時点、地方公共団体n=1,689）

12.8%

2.2%

0.2%

更新の頻度

その他

無回答

情報などの掲載）

16 ※平成24年9月11日訂正（訂正内容は巻末正誤表参照。）



名称 技術開発の概要
実施
年度

技術群「①最も合理的に社会資本ストックを管理運営する技術」

● １件の技術開発を実施

技術群毎の技術開発一覧 技術開発成果の活用事例

■技術開発により整備されたデータベースが
国土地理院ホームページ「国土変遷アーカ
イブ」で公開され、これを自治体が都市緑地
法に基づく緑の基本計画の検討時に活用。

⑮技術開発施策グループ 10

年度

社会資本ストックの
管理運営技術の開
発

住宅・社会資本ストックが有する歴史的文化価値・景観・環境等の価値、機能、構
造の劣化と社会的陳腐化の実態ならびに多様な維持管理・更新手法による向上
効果を適切に評価・予測し、地域・ネットワークなど群の単位で各種長寿命化技
術を組み合わせて多方面への影響を考慮した管理運営（財政・環境・経済・景
観）を図る手法として「戦略的ストックマネジメント手法」を開発。

H16

技術群「②ＧＩＳ（地理情報システム）を活用した三次元景観シミュレーショ
ンなど景観の対比・変遷等を分析する技術」

● ３件の技術開発を実施

名称 技術開発の概要
実施
年度

空中写真・旧版地図
などのデータベース
化手法と変遷を把握
するための技術開発

地理情報デジタルアーカイブについてのニーズ調査及びデータ形式、データ取
得方法等に関する研究を実施。

H16

航空レーザ測量によ
る地形や植生などの
土地の三次元構造を
把握するための技術
開発

航空レーザ測量等を活用して、樹林に覆われた地形と植生の三次元構造を把握
し、それらの相互の影響を評価する新たな手法技術を開発。航空レーザ測量
データから捉えた植生三次元構造や森林下の微地形分類結果を用いて、自然
環境や地域景観構造を評価するための基礎となる主題図（景観生態学図）を作
成する技術を開発。

H16

H22

～

国土の時系列地図
情報の高度利用に関
する研究

国土の景観・環境保全に地理学的な視点を与えるため、「国土変遷アーカイブ整
備」事業により整備されつつある時系列地図情報に加え、米軍空中写真等の仕
様の異なる歴史的地理情報を高度に処理して時系列的な空間データを作成し、
地理情報システムにより国土の時系列の変遷を計測する技術を開発。また、地理
情報システムを用いて当時の景観の復元を実施。

H17

H21

実施

技術群「③河川・湖沼における自然環境の復元技術や海域における総合的な環
境改善技術など環境の保全・再生・創出のための技術」

● ８件の技術開発を実施

～

「国土変遷アーカイブ」を活用
した緑の変遷把握も踏まえて

「緑の基本計画」を策定

空中写真を過去に遡って
比較し、緑の変遷を把握

名称 技術開発の概要
実施
年度

水域の分断要因によ
る水生生物への影響
の把握と水域のエコ
ロジカルネットワーク
の保全・復元手法に
関する研究

水田地域における水域ネットワークと河川における水域ネットワークの分断が魚類
に与える影響を把握し、これらのネットワークが魚類の生活史においてどのような
役割を持つか調査。河川と農業水路・水田等との間における生物の生息・生育環
境の相互の連続性の確保について、現地調査やヒアリングを実施し、取り組み内
容の詳細調査や樋門・樋管等の構造的課題・改善策の検討を行い、「河川にお
ける地域レベルの生物生息環境の連続性確保の指針（案）」を作成。

H16

H21

河川環境におけるイ
ンパクト・レスポンス
に関する研究

河川事業が環境に与える影響を予測し、回避・低減する手法の開発を目的に、
実事業を対象に調査・研究を実施。

H16

H21
水辺植生帯の環境 水辺植生帯の水質浄化機能の定量的評価を行うとともに、水辺植生帯の復元手 H16

～
～

機能に関する調査
化 価 復

法の効果を検証、技術的提案を実施。

効率的な油回収シス
テムの研究の推進

海上に流出した高粘度の浮遊油を波浪のある海上で真空吸引により除去するこ
とを考慮した、油回収システムの研究を実施。

H15

潮流による負圧海水
交換システムによる
環境改善のための研
究

自然エネルギーである潮流による水圧の差を利用して、夏場に水質悪化が著しく
なる湾内低層水を湾外に排出することにより海水交換を行う装置（負圧利用型海
水交換装置）の開発を平成９年度より開始。模型実験等を経て平成１６年度より大
船渡港で水質改善の実証実験を実施。

H16

H18

東京湾口における環
境モニタリング及び
解析の実施

船舶などの交通量の多い東京湾において、連続的な海洋観測を行うため、東京
湾口を横断するフェリーに流況、水質、気象を自動で計測する装置を設置し、東
京湾口の環境観測を実施。

H15

海水浄化にも資する
長周期波消波岸壁

両面スリットケーソンと裏込材（砕石層）を組み合わせにより、港湾の静穏度の向
上と海水浄化の促進を図る長周期波消波岸壁の開発を実施

H16

～
～

東広島市緑の基本計画（平成23年５月）より

長周期波消波岸壁
の開発

上と海水浄化の促進を図る長周期波消波岸壁の開発を実施。
H18

藻場・干潟等の保全
創造技術や閉鎖性
水域の評価システム
技術等を利用した海
域の総合的な環境改
善技術の開発

内湾域の水理構造や水質環境と生物生息分布の関係を類型化し対応させること
で、水際線の改善による個別の効果を推定し、湾内における個別生態系の最適
配置の選定に利用できる融合型環境評価モデルの開発を実施。自然の変化、広
域の生態系のネットワークに配慮した個別生態系形成の実証実験の実施、多様
で活力のある生態系の形成技術の確立、市民参加による順応型の管理手法の
実践により、豊かな生態系をもつ干潟を都市臨海部に再生し、市民が海辺の自
然に親しめる場を提供し得るために必要な技術・手法を研究・開発。

H16

H22

名称 技術開発の概要 実施

● ２件の技術開発が現在実施中

～
～

■技術開発された干潟造成技術を活用して、
横浜市みなとみらい２１中央地区の公園内に
水質浄化機能を発揮する干潟を整備。

名称 技術開発の概要
年度

変動を加味した河川
の正常流量に関する
基礎調査

自然共生研究センター実験河川や実河川で得られたデータから、河川生物（付
着藻類、魚類）、水質、景観の維持に果たす出水の役割を検討し、河川生態系に
配慮した流量変動のあり方を検討。

H16

ITを利用した野生生

物追跡調査手法の
開発

マルチテレメトリシステムを活用した野生生物追跡調査手法を開発。開発した手
法を用いて野生生物（哺乳類）追跡実験を行い、取得データと物理環境・植生情
報の関係性から野生生物の行動を予測する手法、河道内地形変化を予測する
手法の基礎的なツールを整理。

H16

～
～

造成干潟
※横浜市ホームページより

17 ※平成24年9月11日訂正（訂正内容は巻末正誤表参照。）
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「参考資料１ 美しい国づくり政策大綱政策レビュー評価書まとめ」の正誤表（平成24年 9月 11日訂正） 

頁 正 誤 

3 ・景観ポータルサイトの閲覧状況として、「閲覧したこと

はない」という国民が 68.4％、「今回初めて閲覧した」

という地方公共団体が 78.2％と、見たことない人が大

半を占めているが、景観計画策定済の団体は、48.4％

に閲覧経験がある。 等 
 

・景観ポータルサイトの閲覧状況として、「閲覧したこと
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半を占めているが、景観計画策定済の団体は、48.5％

に閲覧経験がある。 等 
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Q.美しい国づくり政策大綱に基づき進めてきた取り組みのなかで 

評価できる取り組み 

Q.美しい国づくり政策大綱に基づき進めてきた取り組みのなかで 

評価できる取り組み 

①事業における景観形成の原則化 
 
②公共事業における景観アセスメント
（景観評価）システムの確立 
③分野ごとの 
景観形成ガイドラインの策定等 
④景観に関する基本法制の制定 
 
⑤緑地保全、緑化推進策の充実 
 
⑥水辺・海辺空間の保全・再生・創出 
 
⑦屋外広告物制度の充実等 
 
⑧電線類地中化の推進 
 
⑨地域住民、ＮＰＯによる 
公共施設管理の制度的枠組みの検討 
⑩多様な担い手の育成と参画推進 
 
⑪市場機能の活用による 
良質な住宅等の整備促進 
⑫地域景観の点検促進 
 
⑬保全すべき 
景観資源データベースの構築 
⑭各主体の取り組みに資する 
情報の収集・蓄積と提供・公開 
⑮技術開発 
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公共施設管理の制度的枠組みの検討 
⑩多様な担い手の育成と参画推進 
 
⑪市場機能の活用による 
良質な住宅等の整備促進 
⑫地域景観の点検促進 
 
⑬保全すべき 
景観資源データベースの構築 
⑭各主体の取り組みに資する 
情報の収集・蓄積と提供・公開 
⑮技術開発 
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図１ 景観行政団体及び景観計画策定団体数の推移【政策チェックアップにおける業績指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 景観行政団体及び景観計画策定団体数の推移【政策チェックアップにおける業績指標】 
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【景観計画策定済み団体のみ】 

 

図２ 景観法制定による良好な景観形成の取組の促進効果（地方公共団体アンケート） 

【景観計画策定済み団体のみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 景観法制定による良好な景観形成の取組の促進効果（地方公共団体アンケート） 

9 【全地方公共団体】 

 

 

図３ 10年前と比べて景観が良くなったか（地方公共団体アンケート） 

【全地方公共団体】 

 

 

図３ 10年前と比べて景観が良くなったか（地方公共団体アンケート） 
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その他の市町村

しばしば閲覧している たまに閲覧している 今回初めて閲覧した
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景観に関する一

般的情報の収集

のため 

景観計画策定・

改訂の検討の参

考にするため 

公共事業における

景観配慮の取組の

参考にするため 

景観資源の

把握のため 

その他・無

回答 

景観行政団体（景観計

画策定済） 
116（78.9%） 36（24.5%） 25（17.0%） 11（7.5%） 3（2.0%）

景観行政団体(景観計

画策定予定あり) 
88（70.4%） 59（47.2%） 8（6.4%） 9（7.2%） 2（1.6%）

景観行政団体(景観計

画未策定) 
24（80.0%） 2（6.7%） 5（16.7%） 1（3.3%） 3（10.0%）

その他の市町村 47（71.2%） 3（4.5%） 10（15.2%） 3（4.5%） 2（3.0%）

計 275（74.7%） 100（27.2%） 48（13.0%） 24（6.5%） 10（2.7%）

 

景観に関する一

般的情報の収集

のため 

景観計画策定・

改訂の検討の参

考にするため 

公共事業における

景観配慮の取組の

参考にするため 

景観資源の

把握のため 

その他・無

回答 

景観行政団体（景観計

画策定済） 
115（78.2%） 37（25.2%） 25（17.0%） 11（7.5%） 3（2.0%）

景観行政団体(景観計

画策定予定あり) 
88（70.4%） 59（47.2%） 8（6.4%） 9（7.2%） 2（1.6%）

景観行政団体(景観計

画策定予定なし・無回答) 
27（79.4%） 2（5.9%） 6（17.6%） 2（5.9%） 3（8.8%）

その他の市町村 45（72.6%） 2（3.2%） 9（14.5%） 2（3.2%） 2（3.2%）

計 275（74.7%） 100（27.2%） 48（13.0%） 24（6.5%） 10（2.7%）

図６ 景観計画策定の有無別・景観ポータルサイトの閲覧の目的場面（複数回答可）

（H23年 9月 1日時点、景観ポータルサイトの閲覧経験がある地方公共団体n=368） 
図６ 景観計画策定の有無別・景観ポータルサイトの閲覧の目的場面（複数回答可）

（H23年 9月 1日時点、景観ポータルサイトの閲覧経験がある地方公共団体n=368） 
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「国土変遷アーカイブ」を活用 
した緑の変遷把握も踏まえて受 
けて「緑の基本計画」を策定 

東広島市 緑の基本計画（平成 23年５月）より 

■技術開発により整備されたデータベースが

国土地理院ホームページ「国土変遷アーカ 
イブ」で公開され、これを自治体が都市緑地

法に基づく緑の基本計画の検討時に活用。 

空中写真を過去に遡って 

比較し、緑の変遷を把握 
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■技術開発により整備されたデータベースが

国土地理院ホームページ「国土変遷アーカ 

イブ」で公開され、これを自治体が都市緑地

法に基づく緑の基本計画の検討時に活用。 

空中写真を過去に遡って 

比較し、緑の変遷を把握 


